
新都市記念館 展示ホール利用のご案内 

 

1. 展示ホールは、各種展示会（写真展・絵画展）などに利用できます。 

2. 記念館の利用時間は、8:30～17:00です。 

展示物によるケガ・事故及び作品や持ち込み物品等の破損・盗難等に対し、 

当館では責任を負いません。 

開場時間中は主催者が常駐し、自己管理をお願いいたします。 

3. 休館日をまたいでの利用はできません。 

（休館日：第一水曜日 ※第一水曜日が祝日の場合は翌週） 

4. 年間の利用日程は抽選会にて決定し、抽選会後は先着にて受付します。 

5. 展示ホールの使用料は、1日 900円です。（面積 19.0×7.9＝150㎡） 

6. 展示ホール利用時は事前に(利用日の 10日前までに)行為許可申請書を提出して下さい。 

7. 貸出期間中、記念館裏の駐車場は車 1台のみ駐車可能です。 

  （受付で車両許可書を受け取って下さい。）その他の方は、有料駐車場をご利用下さい。 

8. 記念館正面や園路に駐車はできませんので、作品搬入後はすみやかに移動して下さい。 

   作品等の搬入搬出の際、園路走行車両はハザードランプを点け徐行運転 10 ｷﾛ以下の速度で、 

歩行者等優先での走行をお願いいたします。 

また、ゴムチップ舗装（赤舗装）は走行しないでください。 

9. 観覧は無料とし、作品や冊子等の販売は出来ません（営利目的の利用不可） 

10. ゴミは各自、お持ち帰り下さい。 

11. 公共物の破損等があった場合は実費弁償いただきます。 

12. 記念館内の会議室利用は別途申し込みが必要です（有料） 

13規則に従っていただけない場合は、許可を取り消す場合もあります。 

 


